
 

 

（別紙） 

 

議案第３号 八千代市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例の制

定についての修正案 

 

第１１条中「午前１０時」を「午前９時」に，「午後５時」を「午後８時」

に改める。  

別表中  

「             「  

  ３，７００円  

  ５，２００  

  ５，２００  

  ３，７００  

  ３，９００  

  ７，０００  

」             」  

中「午前１０時」を「午前９時」に，「午後５時」を「午後８時」に改める。  

 

  ５，８００円  

  ８，１００  

  ８，１００  

  ５，８００  

  ６，１００  

 １０，９００  

を  に改め，同表備考１ 


